提出用


川口市一般廃棄物収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）の許可基準等に関する要綱
　（趣旨）

第１条　この要綱は、川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則（平成７年規則　第３３号。以下「規則」という。）第３２条第５号イ、ウ及び第６号の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業（ごみ及び粗大ごみの収集運搬業に限る。以下「収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）」という。）の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（許可対象）

第２条　市長が収集運搬業の許可をする対象は、川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成７年条例第１４号。以下「条例」という。）第７条第１項の規定による一般廃棄物処理実施計画に定める市の区域内で実施する事業系一般廃棄物、一時多量に排出する一般廃棄物及び市が収集又は運搬をすることが困難な一般廃棄物の収集又は運搬（ごみ及び粗大ごみの収集又は運搬に限る。）とする。

　（許可基準）

第３条　収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）を業とする場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第３条第１項第１号イ～ハ及びルに規定する基準に適合していることのほか、次に掲げる基準を満たしているものであること。
（１）施設及び人員に関する許可基準は、次のとおりとする。
ア　市内に事業所（個人にあっては、住所及び事業所）を有し、営業時間内は連絡が取れる従業員がいること。
イ　車両1台につき、運転有資格者の従業員が1人以上いること。

　　（２）廃棄物取扱量等に関する許可基準は、次のとおりとする。
ア　新たに収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）の許可を受けようとする者にあっては、月間の廃棄物取扱量が２０t以上又は月間の廃棄物取扱契約先が５０社以上見込まれること。
イ　本市の収集運搬業者で、収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）の許可を更新する場合にあっては、更新後においても継続した廃棄物取扱契約先があること。
（３）車両等に関する許可基準は、次のとおりとする。
ア　車両は原則として自己所有とし、所有していない車両を用いる場合は、自動車車検証の使用者が申請者であること。
　　　　イ　塵芥車両は２台以上保有し、うち1台は他の目的に混用しない本市一般廃棄物専用車両であること。

　　（４）次の各号のいずれかに該当する者は、収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）を許可しないものとする。
ア　ごみ又は粗大ごみのいずれかのみの収集運搬を業として行おうとする者。
イ　本市の収集運搬業許可業者でなくなった日から２年を経過しない者。
　　（許可条件）

第４条　収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）の許可を行う場合に、次に掲げる条件を付すものとする。

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、その他の法令、条例、規則等を遵守し、誠実に業務を行うこと。

（２）廃棄物の搬入先は、本市の廃棄物処理施設又は本市が認めた廃棄物処理施設とすること。
（３）廃棄物処理施設への搬入日時及び搬入方法については、本市又は搬入先の廃棄物処理施設の指示に従うこと。
（４）申請車両の標識等については、本市の指示によること。
（５）申請車両以外を使用しないこと。
（６）車両については、常に整備し、清潔な状態にすること。
（７）従業員の指導監督及び収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）に関する一切の行為についてその責任を負うこと。
（８）廃棄物処理手数料は、条例で定める額又は搬入先の廃棄物処理施設が定める額を延滞なく納入すること。
（９）収集にあたっては、市の受入基準を満たさないもの、排出業者が不適正に排出されたものは収集しないこと。
（10）前各号に反する行為があった場合は、速やかに報告すること。

　（許可日）

第５条　収集運搬業（ごみ・粗大ごみ）の許可を行う日は、原則として毎年４月1日とする。

附　則

　（施行期日）

１　この要綱は、平成１２年８月1日から施行する。

　（経過措置）

２　平成１２年度における収集運搬業の許可を行う日は、第５条の規定にかかわらず、１０月1日とする。

３　前項の規定により、平成１２年１０月1日に収集運搬業の許可を受けた者の当該許可期間の終期は、平成１４年９月３０日とする。ただし、これを更新する場合には、当該更新に係る許可期間の終期は平成１６年３月３１日とする。

４　この要綱の施行の日前に、既に収集運搬業の許可を受けている者にあっては、この要綱の規定は平成１４年３月３１日まで適用しない。

附　則

１　この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。

　　附　則

　（施行期日）

１　この要綱は、平成２３年１０月８日から施行する。

　（経過措置）

２　鳩ヶ谷市で収集運搬業の許可を受けている者のうち平成２３年１０月１１日の鳩ヶ谷市との合併に伴い収集運搬業の許可申請をした者については、第５条の規定にかかわらず収集運搬業の許可を行う日を１０月１１日とする。

３　前項の規定により平成２３年１０月１１日に収集運搬業の許可を行う場合に限り、第３条の許可基準は適用しない。
附　則
（施行期日）

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
附　則　
（施行期日）

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則

（施行期日）

この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。
附　則

（施行期日）

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。
令和　年　月　日
上記内容を確認しました。
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